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裁 決 書 

 

 

 

審査請求人 

○○○○ 

 

               処 分 庁 

                大阪市○○区保健福祉センター所長 

 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が平成２８年１１月２２日に提起した

処分庁による生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という。）第

７８条の規定に基づく徴収金決定処分（大北生第６４８号。以下「本件処分」と

いう。）に係る審査請求（以下「本件審査請求」という。）について、次のとおり

裁決する。 

 

 

主     文 

 

本件審査請求を棄却する。 

 

 

事 案 の 概 要 

 

１ 平成１８年１２月２７日、処分庁が請求人に対し、法による保護を開始した。 

２ 平成２３年９月２２日、請求人が処分庁に対し、給与収入以外の収入がない



 

2 
 

旨記載した収入申告書を提出した。 

３ 平成２３年１０月２５日、請求人が処分庁に対し、給与収入以外の収入がな

い旨記載した収入申告書を提出した。 

４ 平成２８年３月１４日、請求人が処分庁に対し、Ａ銀行、Ｂ銀行及びＣ銀行

の請求人名義の口座の通帳を提出したが、新規取引開始時に関する記録しか

記載がなかったため、処分庁が請求人に対し、通帳の記帳をして再提出するよ

う指示したが、提出されなかった。 

５ 平成２８年３月１５日、処分庁がＡ銀行、Ｂ銀行及びＣ銀行に対し、法第２

９条に基づき、請求人の口座の出入金記録に関する照会を行った。 

６ 平成２８年４月２５日、処分庁がＢ銀行から、請求人名義の口座の出入金記

録に関する回答を受理した。同回答には、以下の入金記録の記載があった。 

平成２３年○月○日 「Ｄ」より○○○○円 

７ 平成２８年９月２０日、処分庁が本件処分を行った。 

８ 平成２８年１１月２２日、請求人が大阪市長に対し、本件処分の取消しを求

める審査請求をした。 

 

 

審理関係人の主張の要旨 

 

１ 請求人の主張 

請求人から提出のあった審査請求書には、次の趣旨の記載がある。 

（１）自分は当初より一切事を隠していたことにあらず、全て当時自分担当のケ

ースワーカー氏に報告、届け出済みのため自分はそれにて事の次第は分か

って頂いていることと思っていました。 

（２）今回自分に請求される金額についても自分からしてみればおかしいこと
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です。当時事故の相手側がその事故にかかった費用をなかなか出してもら

えず自分が立て替えた金銭によるものなのに自分には不思議でなりません。 

 

２ 処分庁の主張 

（１）処分庁から提出のあった弁明書には、次の趣旨の記載がある。 

① 事実経過 

ア 平成１８年１２月２７日 

処分庁で請求人の保護を開始。 

イ 平成２７年１０月２９日 

請求人より資産申告書が提出される。 

ウ 平成２８年３月１４日 

家庭訪問実施。平成２７年１０月２９日に提出のあった資産申告書

に預貯金の記載がなかったため、通帳の提出及び資産申告書の追記を

指示する。 

同日請求人よりＡ銀行、Ｂ銀行、Ｃ銀行通帳の提出を受ける。提出の

あった通帳３つ全て、５年以上前の新規取引開始時の印字しかなかっ

たため、記帳した上で再提出を指示する。請求人は「記帳すると詐欺の

被害に遭う」と銀行から助言を受けたこと、保護費以外の入金は一切

ないことを理由に記帳を拒否するが、残高の確認すらできないことを

伝えると記帳を了承する。 

同日、Ａ銀行口座利用明細書のみを提出する。Ｂ銀行及びＣ銀行につ

いては利用明細書の提出もせず。Ａ銀行についても、これでは現在残

高しかわからないので３つ全ての通帳記帳を再度指示する。請求人よ

り記帳した上で後日提出するとの返答がある。 

エ 平成２８年３月１５日 
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Ａ銀行、Ｂ銀行及びＣ銀行に対し、法第２９条に基づき、請求人の口

座の出入金の調査を行う。 

オ 平成２８年４月２５日 

Ｂ銀行○○支店から請求人口座の出入金記録について回答があり、

平成２３年○月○日にＤより○○○○円の未申告入金が判明。 

カ 平成２８年８月１５日 

請求人来所。未申告入金について請求人へ確認すると、「以前交通事

故に遭った際に立て替えた費用が返還されたもの。保険金に関する書

類は全て当時のケースワーカーへ提出し、収入があったことも伝えて

いる上に、立て替え分が返ってきただけなので収入ではない」との申

し立て。 

キ 平成２８年９月２日 

Ｄへ請求人への保険金支払いの有無を照会したところ、平成２３年

○月○日に自動車事故の慰謝料を支払ったとの回答あり。 

ク 平成２８年９月１６日 

Ｄに架電し、自動車事故の発生日が平成２２年○月○日であったこ

とを聴取。 

事故当時請求人が通院したという○○医院に架電し、自動車事故に

よる受診内容について確認するが、カルテが残っておらず、最終通院

が平成２２年○月であり「自賠責」と記載があることしかわからず。当

時、請求人が一部立て替えを行ったかどうかは不明との内容を聴取。 

ケ 平成２８年９月２０日 

未申告収入の取り扱いについてケース診断会議を開催。会議の結果 

として、当該収入のあった期間の収入申告書には就労収入以外の収入

無しと記入し提出していること、ケース記録に交通事故や保険金に関
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する記録が一切なくケースワーカーへ報告していた事実が確認できな

いこと、再三通帳の記帳を指示したが指示に従わなかったことから、

収入があったにもかかわらず故意に申告していなかったと考えざるを

得ないため７８条徴収金として取り扱うことが決定する。保険金支払

元であるＤに調査を行った結果○○○○円は交通事故慰謝料であると

の回答があり、医療機関へ調査するもカルテが残っておらず医療費自

己負担の有無等については不明であるとのことであった。また、請求

人自身も立て替えたという具体的な金額や内容を何ら証明しないため

、平成２３年○月○日に得た○○○○円の収入全額を法第７８条徴収

金として決定した。 

② 処分の正当性について 

請求人は「当初より一切隠さず全て当時の担当ケースワーカーへ報告

および届け出済みである」と主張するが、事故後の平成２２年９月３日お

よび保険金入金後の平成２３年１２月５日の家庭訪問記録に事故や保険

金に関する記述は一切なく、他の家庭訪問記録や面談時の記録および請

求人から提出された書類にも事故や保険金に関するものはない。事故発

生時と保険金入金時の担当ケースワーカー２名に改めて聞き取りをおこ

ない、請求人から事故や保険金についての報告も書類の提出もなかった

ことを確認している。また、資産申告書提出時に保護費支払口座として使

用しているＡ銀行口座以外は通帳作成時から一切使用していないと述べ

ているにも関わらず、保険金がＢ銀行口座へ入金されており請求人の申

述と相違することから、虚偽の申告であると捉え、未申告であった○○○

○円の収入全額を法第７８条徴収金として決定したものである。収入の

あった日から時間を置いての決定となったのは、収入発見の契機が平成

２７年度資産申告書の提出指示であったためで、当時請求人から収入の
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申告がなかった以上決定することは不可能であった。そもそも請求人に

対しては処分庁での保護開始にあたって平成１９年１月２２日の訪問調

査時に収入認定について説明をおこなっており、請求人の立て替え分が

返ってきたものであったとしても金銭を受け取った以上収入として申告

が必要であったことは明白である。平成２６年１０月２９日の家庭訪問

時には平成２６年の法改正による制度説明を受けた上で法第６１条に基

づく収入申告確認書も提出しており、収入申告の必要性について理解し

た上で、未申告収入について自ら申し出る機会は度々あったにもかかわ

らず申告がなかったのは、生活保護実施上非常に不適切な態度であった

と言える。なお、今回の徴収決定にあたりＡ銀行○○支店・Ｂ銀行○○支

店・Ｃ銀行・Ｄに対して文書にて調査を、○○医院に対して電話にて調査

を、請求人に対して面談にて調査をおこなっており、十分な調査の上で決

定したものである。従って請求人の未申告収入について、不実の申請その

他不正な手段により保護を受けたものと認定し徴収金として決定した本

件処分には、違法や不当な点はないので、本件審査請求は理由なしとして

棄却されるべきである。 

（２）処分庁から提出のあった証拠書類には、以下の記載がある。 

① 平成１９年１月２２日付けの「ケース記録票」には、生活保護開始申請

時の新規訪問調査において、生活保護制度における「権利と義務・世帯の

認識や収入認定・医療等について一通りの説明を行う。」との記載がある

。 

② 平成２３年９月２２日付けの「収入申告書」には、働いて得た収入以外

の収入の欄に「無」の記載がある。 

③ 平成２３年１０月２５日付けの「収入申告書」には、働いて得た収入以

外の収入の欄に「無」の記載がある。 
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④ 請求人が処分庁から、生活保護制度について説明を受け、生活保護のし

おりを受け取ったことに関する、平成２６年１０月２９日付けの請求人

の署名及び押印がある。 

⑤ 平成２６年１０月２９日付けの「生活保護法第６１条に基づく収入の

申告について（確認）」には、収入申告について説明を受け、理解したこ

とに関する請求人の署名及び押印がある。 

⑥ 平成２８年３月１４日付けの「ケース記録票」には、請求人から提出さ

れた請求人名義の口座の通帳について記帳がされていなかったため、処

分庁より請求人に対し、記帳した上で通帳を改めて提出するよう指示し

ていたが、結果として提出がなく、処分庁が金融機関に対し、法第２９条

に基づく照会を行うこととした旨の記載がある。 

⑦ 平成２８年４月１１日付けの「生活保護法第２９条に基づく調査につ

いて（回答）」には、請求人名義のＢ銀行の口座に関し、以下の入金記録

の記載がある。 

お取引日 お取引内容 お預り金額      摘要 

２３－○○－○○ 振込２  ○○○○        Ｄ 

 

 

理     由 

 

１ 本件に係る法令等の規定について 

（１）法第４条は、生活保護制度における基本原理の一つである「保護の補足性

」について規定しており、その第１項において、「保護は、生活に困窮する

者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生

活の維持のために活用することを要件として行われる。」と定めている。ま
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た、法第５条は、「この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてさ

れなければならない。」と定めている。 

（２）法第８条第１項は、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した

要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことの

できない不足分を補う程度において行うものとする。」と定めている。 

これは、生活保護制度により保障されるべき最低限度の生活は、生活保護

法による保護の基準（昭和３８年４月１日厚生省告示第１５８号。以下「保

護の基準」という。）によって、要保護者各々について具体的に確定され、

その保護の程度は、保護の基準によって測定された需要と要保護者の資力（

収入）とを対比し、その資力で充足することのできない不足分について扶助

されることを定めているものである。 

（３）法第２８条及び第２９条で保護の実施機関には積極的な調査権限が付与

されているが、併せて、法第６１条では、「被保護者は、収入、支出その他

生計の状況について変動があつたとき、又は居住地若しくは世帯の構成に

異動があつたときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその

旨を届け出なければならない。」と規定し、被保護者に対し、届出の義務を

課している。 

（４）法第７８条第１項は、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、

又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又

は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか

、その徴収する額に１００分の４０を乗じて得た額以下の金額を徴収する

ことができる。」と規定している。 

（５）生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて（平成２４年７

月２３日社援保発０７２３第１号厚生労働省社会・援護局保護課長通知。以

下「課長通知」という。）の「２ 法第７８条に基づく費用徴収決定につい
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て」では、法第７８条の条項を適用する際の基準は、「①保護の実施機関が

被保護者に対し、届出又は申告について口頭又は文書による指示をしたに

もかかわらず被保護者がこれに応じなかったとき、②届出又は申告に当た

り明らかに作為を加えたとき、③届出又は申告に当たり特段の作為を加え

ない場合でも、保護の実施機関又はその職員が届出又は申告の内容等の不

審について説明等を求めたにもかかわらずこれに応じず、又は虚偽の説明

を行ったようなとき、④課税調査等により、当該被保護者が提出した収入申

告書が虚偽であることが判明したとき」と示されている。 

（６）生活保護法による保護の実施要領について（昭和３６年４月１日厚生省発

社第１２３号厚生事務次官通知。以下「次官通知」という。）第８－３－（

２）－エ－（イ）において、「保険金その他の臨時的収入（（３）のオ、カ又

はキに該当する額を除く。）については、その額（受領するために交通費等

を必要とする場合は、その必要経費の額を控除した額とする。）が世帯合算

額８,０００円（月額）をこえる場合、そのこえる額を収入として認定する

こと。」と示されている。 

（７）生活保護問答集について（平成２１年３月３１日付け厚生労働省社会・援

護局保護課長事務連絡。以下「問答集」という。）の問１３－２２の答にお

いて、法第７８条による「徴収額は、不正受給額を全額決定するものであり

、法第６３条のような実施機関の裁量の余地はないもの」とされており、ま

た、問１３－２５の答において、「法第７８条に基づく費用の徴収は、いわ

ば損害追徴としての性格のものであり、法第６３条や法第７７条に基づく

費用の返還や徴収の場合と異なり、その徴収額の決定に当たり相手方の資

力（徴収に応ずる能力）が考慮されるというものではない」と示されている

。 
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２ 争点 

請求人及び処分庁の主張を踏まえると、本件審査請求における争点は次の

とおりである。 

(１) 本件入金は収入認定すべき収入に該当するか否か（争点１） 

(２) 請求人は保護費を不当に受給しようとする意思をもって、申告すべき収

入を申告していなかったことが認められるか（争点２） 

 

３ 争点１について 

理由１(１)のとおり、保護の補足性について定めた法第４条第１項におい

て、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆ

るものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行

われる。」と規定されている。そして、かかる法の規定からすると、収入認定

すべき収入にあたるか否かは、その金銭を得たことにより、被保護者の最低

限度の生活の維持のために活用可能な資産が増加したか否かの観点から検討

すべきこととなる。 

請求人は、本件入金について交通事故にかかった費用を立て替えていたも

のであると主張しており、そうであるとすると、最低限度の生活の維持のた

めに活用可能な資産が増加したか否かの観点から、本件入金が収入認定すべ

き収入にあたらない可能性があるため、請求人のかかる主張について検討を

行った。 

事件記録によると、処分庁の調査で本件入金が判明した後、請求人が当該

入金について、以前の交通事故の際に立て替えた医療費等の保険金であると

説明したため、処分庁がＤに対して法第２９条に基づき調査を行ったところ

、平成２３年○月○日付けで保険金の支払いが行われており、その内訳が「

自動車事故の慰謝料」であるとの回答があったこと、及び同社に確認の結果

、交通事故の発生日が平成２２年○月○日であったことが認められる。 

このように、本件入金は事故発生から１年半以上経過して行われており、

仮に請求人が交通事故に係る何らかの費用を立て替えていたとしても、請求

人の最低生活の維持のために活用可能な資産が増加していないと言えるのか
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は疑問である。その点はさておくとしても、これらの経過によれば、本件入

金は通院費等の立替費用とは別の精神的損害に対する慰謝料であると考える

ことが最も合理的である。一方で、請求人は自分が立て替えた金銭であるこ

とを述べるのみで、その証拠や本件入金の具体的な内訳を明らかにしておら

ず、請求人の主張を認めるに足る根拠は何ら存在しないことから、本件入金

は請求人の主張する立替費用とは別の慰謝料として支払われた保険金と認め

ざるを得ない。 

以上から、本件入金により請求人の最低生活の維持のために活用可能な資

産が増加していると言えることから、本件入金の全額が収入認定すべき収入

と認められる。 

 

４ 争点２について 

法第７８条第１項は、「不実の申請その他不正な手段により保護を受け」

た者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用

の額の全部又は一部を、その者から徴収することを規定している。ここでい

う「不実」とは、積極的に虚構の事実を構成することはもちろん、消極的に

真実を隠ぺいすることも含まれると解されている。また、課長通知では、「

被保護者に不当に受給しようとする意思がないことが立証される場合で、保

護の実施機関への届出又は申告をすみやかに行わなかったことについてやむ

を得ない理由が認められるとき」等は、「法第６３条の適用が妥当である」

と示されている。以上から、法第７８条の適用にあたっては保護費を不当に

受給しようとする意思があることが求められるとともに、課長通知における

各基準はその客観的事情を示しているものと解される。 

こうしたことを踏まえ、請求人が保護費を不当に受給しようとする意思を

もって、課長通知の基準に該当する行為を行ったことが認められるかという

点について、本件の事実関係に照らして検討を行った。 

審理員意見書及び事件記録によると、処分庁は、請求人の保護開始時に、

保護費は国の定めた保護基準による最低生活費から被保護者の収入を差し引

いた額を支給する旨と、保護費の額を決めるためにどんな収入でも必ず届け



 

12 
 

出をしなければならないことについて、生活保護のしおりを用いて説明を行

っていることが認められる。また、事件記録によると請求人が提出した収入

申告書の様式自体にも「財産収入（生命保険料等の給付金・解約返戻金）」

の記載欄が明記されていることから、保険金が収入申告書に記載すべき収入

であることは明らかであり、保険金が入金されたときには処分庁に収入申告

を行う義務があること及び収入申告を行わなかった場合、保護費を本来支給

される額以上に受給する可能性があることについて、請求人は理解している

ものと認められる。 

そのうえで、処分庁は請求人に対して保護費の支払口座以外の未記帳の通

帳について記帳の上提出を指示したが、請求人は結果としてこれを提出せず

、別途、法第２９条に基づき処分庁が調査を行ったところ、保護費の支払口

座以外は通帳作成時から一切使用していないと述べていたにも関わらず、保

護費の支払口座以外から本件入金が発覚している。 

以上の経過から、請求人は本件入金に係る収入申告義務を理解していなが

ら、収入認定の対象となる本件入金を敢えて記載せず虚偽の収入申告書を提

出するとともに、口座への入金の発覚を避けるため記帳した通帳の提出を拒

んだものと考えざるを得ないことから、保護費を不当に受給しようとする意

思をもって、課長通知２－①の「保護の実施機関が被保護者に対し、届出又

は申告について口頭又は文書による指示をしたにもかかわらず被保護者がこ

れに応じなかったとき」及び課長通知２－④の「課税調査等により、当該被

保護者が提出した収入申告書が虚偽であることが判明したとき」に該当する

行為を行ったものと認められる。 

なお、請求人は当初よりすべて処分庁に報告済みである旨を主張している

が、事件記録によると、請求人が交通事故にあったとされる平成２２年○月

から、本件入金が行われた３か月後の平成２３年○月までのケース記録票等

に本件入金及び交通事故に関する記載は一切ないことから、本件入金及び交

通事故について請求人が処分庁に報告済みであるとの主張は認められない。 

よって、請求人は保護費を不当に受給しようとする意思をもって、申告す

べき収入を申告していなかったことが認められる。 
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５  小括 

以上から、請求人の未申告収入について法第７８条の規定を適用した本件

処分に違法又は不当な点は認められない。 

 

６ 結論 

以上のとおり、本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法第４５条

第２項の規定により、主文のとおり裁決する。 

 

平成３０年４月１７日 

 

            審査庁 大阪市長  吉村 洋文 

 

 


